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市
で
は
東
北
電
力
女
川
原
子
力

発
電
所
で
事
故
が
発
生
し
た
場
合

に
備
え
、
県
お
よ
び
関
係
市
町
と

合
同
で
、
原
子
力
防
災
訓
練
を
実

施
し
ま
す
。
訓
練
対
象
は
原
子
力

災
害
対
策
を
重
点
的
に
実
施
す
べ

き
地
域
（
豊
里
町
、津
山
町
）
で
、

広
報
訓
練
や
屋
内
退
避
訓
練
な
ど

を
実
施
し
ま
す
。

　

ま
た
、
市
内
全
域
に
携
帯
電
話

へ
の
緊
急
速
報
メ
ー
ル
を
３
回
配

信
（
午
前
９
時
20
分
頃
・
午
前
10

時
５
分
頃
・
午
前
11
時
15
分
頃
）

し
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

平
成
27
年
10
月
30
日（
金
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
１
時
30
分

◉
広
報
訓
練
▼
防
災
行
政
無
線
や

広
報
車
に
よ
る
広
報（
対
象
＝
豊

里
町
、
津
山
町
）
▼
携
帯
電
話
へ

の
緊
急
速
報
メ
ー
ル
の
配
信（
対

象
：
市
内
全
域
）

◉
屋
内
退
避
お
よ
び
避
難
訓
練
▼

市
の
指
示
に
よ
り
自
宅
な
ど
へ
の

屋
内
退
避（
対
象
：
豊
里
町
、
津

山
町
）
▼
避
難
車
両
の
避
難
退
域

時
検
査
（
場
所
：
吉
田
運
動
場
）

◉
医
療
活
動
訓
練
▼
避
難
住
民
の

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
、
簡
易
除

染
な
ど
（
場
所
：
中
津
山
公
民
館
）

総
務
部
防
災
課

☎
０
２
２
０（
２
２
）２
１
３
０

　

市
で
は
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス

テ
ム（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
※
）か
ら
送
ら

れ
て
く
る
国
か
ら
の
緊
急
情
報

を
、
防
災
行
政
無
線
な
ど
で
確
実

に
皆
さ
ん
へ
お
伝
え
す
る
た
め
、

情
報
伝
達
訓
練
を
実
施
し
ま
す
。

平
成
27
年
11
月
25
日（
水
）

午
前
11
時
頃

※
登
米
市
以
外
の
地
域
で
も
、
全

国
的
に
情
報
伝
達
訓
練
が
実
施
さ

れ
ま
す
。

総
務
部
防
災
課

☎
０
２
２
０（
２
２
）２
１
３
０

　

こ
の
た
び
、
市
内
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
や
市
民
活
動
団
体
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
組
織
の
活
動
を
支
援
す
る
拠

点
施
設「
と
め
市
民
活
動
プ
ラ
ザ
」

が
移
転
し
ま
し
た
。

　

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
や
印
刷

機
・
コ
ピ
ー
機
の
利
用
、
市
民
活

動
の
相
談
窓
口
、
市
民
皆
さ
ん
へ

の
情
報
提
供
の
場
と
し
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
活
動
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
ま

す
。
お
気
軽
に
ご
来
館
、
ご
利
用

　

市
税
な
ど
の
滞
納
に
よ
り
市
が

差
し
押
さ
え
た
不
動
産
の
公
売
を

実
施
し
ま
す
。平

成
27
年
11
月
17
日

（
火
）午
前
10
時
〜
10
時
30
分（
受

付
時
間
）

 

期
日
入
札

市
役
所
迫
庁
舎（
１

階
会
議
室
）

各
総
合
支
所
の
掲

示
板
に
公
示
し
て
い
ま
す
。

※
公
売
公
告
に
は
公
売
財
産（
物

件
）、
見
積
価
額
、
入
札
参
加
に

伴
う
公
売
保
証
金
、
買
受
人
に
つ

い
て
の
資
格
、
要
件
、
そ
の
他
の

公
売
条
件
な
ど
を
記
載
し
て
い
ま

す
。

公
売
公
告
に
公
示

し
て
あ
り
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

※
落
札
価
額
に
不
動
産
登
録
免
許

税
が
加
算
さ
れ
ま
す
。公売

日
当
日
、

受
け
付
け
で
入
札
参
加
申
込
票
に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
次
の
書

類
を
提
出
後
、
公
売
保
証
金（
見

積
価
額
の
１
割
以
上
）を
納
付
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

❶
個
人
＝
本
人
で

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
身
分
証

（
運
転
免
許
証
の
写
し
な
ど
）
１

通
、
ま
た
は
住
民
票
抄
本
１
通
❷

法
人
＝
法
人
登
記
事
項
証
明
書
、

収
入
印
紙
２
０
０
円
❸
印
鑑（
代

理
人
が
入
札
す
る
場
合
は
代
理
人

の
印
鑑
、
法
人
の
代
表
者
が
入
札

す
る
場
合
は
代
表
者
印
）❹
代
理

人
の
場
合
は
委
任
状

※
各
証
明
書
は
発
行
後
３
カ
月
以

内
の
も
の

総
務
部
収
納
対

策
課（
徴
収
対
策
係
）

☎
０
２
２
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２
２
）２
１
６
９

　

児
童
虐
待
は
、
社
会
全
体
で
解

決
す
べ
き
問
題
で
す
。

　
「
虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る

子
ど
も
を
見
つ
け
た
と
き
」や「
自

身
が
出
産
や
子
育
て
に
悩
ん
だ
と

き
」「
子
育
て
に
悩
ん
で
い
る
親

が
い
た
と
き
」
に
は
、
下
記
の
相

談
窓
口
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

連
絡
者
や
内
容
の
秘
密
は
守
ら
れ

ま
す
。

　

ま
た
、
連
絡
は
匿
名
で
も
受
け

付
け
ら
れ
ま
す
。

　

児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ

ル
『
１
８
９
番
』
に
か
け
て
も
つ

な
が
り
ま
す
。

『「
も
し
か
し
て
」
あ
な
た
が
救
う

　

小
さ
な
手
』

福
祉
事
務
所
子

育
て
支
援
課

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
６
２

東
部
児
童
相
談
所

☎
０
２
２
５（
９
５
）１
１
２
１　

く
だ
さ
い
。登

米
市
迫
町
佐
沼
字

大
網
３
９
０
番
地
15
（
お
お
あ
み

コ
ン
テ
ナ
テ
ラ
ス
内
）

☎
０
２
２
０（
４
４
）４
１
６
７

午
前
10
時
〜
午
後

６
時

月
曜
日企

画
部
市
民
活

動
支
援
課

☎
０
２
２
０（
２
２
）２
１
７
３


